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な
ど
の
配
慮
が
必
要
な
人

・
平
成
30
年
分
の
所
得
税
非
課
税

　
世
帯

▼
申
請
期
間　
10
月
31
日
㈭
ま
で

▼
設
置
時
期　
12
月
下
旬
～
令
和

　
２
年
１
月
（
予
定
）

▼
申
し
込
み
・
問
福
祉
課
地
域
福

　
祉
班
（
☎
内
線
２
７
１
）
ま
た

　
は
有
明
支
所
（
☎
内
線
５
０
７
）

休
日
労
働
相
談
の
お
知
ら
せ

　
働
く
人
と
会
社
の
間
の
紛
争
解

決
の
た
め
に
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
て

お
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
「
休
日

相
談
」
を
実
施
し
ま
す
。

▼
と
　
き　
10
月
27
日
㈰　
９
時

　
30
分
～
16
時
30
分

▼
と
こ
ろ　
県
庁
３
０
８
会
議
室

▼
相
談
料
　
無
料

問
長
崎
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　
（
☎
０
９
５
‐
８
２
２‐
２
３
９
８
）

土
木
建
築
人
材
育
成
事
業

（
資
格
取
得
者
）
奨
励
金

▼
対
象
者　
市
内
に
住
所
を
有
し

　
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人
で

　
平
成
31
年
４
月
１
日
以
降
に
資

　
格
を
取
得
し
た
人

▼
対
象
資
格　
建
築
士
、
土
木
施

　
工
管
理
技
士
、
管
工
事
施
工
管

　
理
技
士
、造
園
施
工
管
理
技
士
、

　
建
設
機
械
施
工
技
士
、
建
築
施

　
工
管
理
技
士
、
電
気
工
事
施
工

　
管
理
技
士
、
電
気
通
信
工
事
施

　
工
管
理
技
士

▼
奨
励
金
額　
受
験
料
相
当
額

土
木
工
事
現
場
見
学
会

▼
と
　
き　
11
月
17
日
㈰　
９
時

　
～
17
時
（
予
定
）

※
市
役
所
大
手
浜
駐
車
場
集
合

▼
見
学
予
定
場
所　
大
村
車
両
基

　
地
、
九
州
新
幹
線
諫
早
駅
新
築

　
工
事
お
よ
び
諫
早
駅
整
備
事
業

▼
対
象
者　
市
内
在
住
の
人

※
小
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴

▼
募
集
人
数　
40
人
（
応
募
多
数

　
の
場
合
は
抽
選
）

▼
参
加
料　
無
料

▼
持
参
品　
昼
食
、
飲
み
物
な
ど

▼
応
募
期
限　
10
月
31
日
㈭
（
当

　
日
消
印
有
効
）

▼
応
募
方
法　
往
復
は
が
き
に
住

　
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号

　
を
明
記
し
、
返
信
用
の
宛
名
を

　
記
入
の
上
、
応
募
く
だ
さ
い

※
グ
ル
ー
プ
で
申
し
込
む
場
合
は

　
全
員
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い

▼
応
募
・
問
道
路
課
道
路
整
備
班

　
（
〒
８
５
５-

０
８
６
６
島
原
市

　
南
下
川
尻
町
７
番
地
４
☎
内
線

　
２
２
２
）

ひ
と
り
親
家
庭
の
研
修
バ
ス
旅
行

▼
と
　
き　
10
月
27
日
㈰　
８
時

　
～
16
時
30
分

▼
行
き
先　
九
十
九
島
動
植
物
園

　
森
き
ら
ら
方
面

▼
対
象
者　
ひ
と
り
親
家
庭
の
親

　
と
子
ど
も

▼
参
加
料　
無
料

▼
持
参
品　
弁
当
、
飲
み
物
、
履

　
き
な
れ
た
靴
な
ど

▼
申
込
期
限　
10
月
16
日
㈬

▼
申
込
方
法　
電
話
で
住
所
・
氏

　
名
・
生
年
月
日
・
乗
降
バ
ス
停

　
を
連
絡
し
て
く
だ
さ
い

▼
申
し
込
み
・
問
島
原
市
母
子
寡

　
婦
福
祉
会
（
☎
０
８
０-

４
２

　

８
０-

５
１
４
７
）
ま
た
は
こ

　
ど
も
課
こ
ど
も
家
庭
班
（
☎
内

　
線
２
７
９
）

島
原
病
院
正
規
職
員

（
地
方
公
務
員
）
募
集

▼
職
　
種
　
薬
剤
師
（
若
干
名
）、

　
看
護
師
（
５
人
程
度
）

▼
受
験
資
格
　

①
薬
剤
師　
昭
和
49
年
4
月
2
日

　
以
降
に
生
ま
れ
た
人

②
看
護
師　
昭
和
59
年
4
月
2
日

　
以
降
に
生
ま
れ
た
人
（
専
門
看

　
護
師
、
認
定
看
護
師
は
年
齢
不

　
問
）

※
①
②
共
に
免
許
を
有
す
る
人
ま

　
た
は
令
和
２
年
春
ま
で
に
免
許

　
取
得
見
込
み
の
人

▼
試
験
日
　
11
月
16
日
㈯　
作
文
、

　
適
性
検
査
、
面
接
試
験

▼
採
用
予
定
日　
令
和
２
年
4
月

　
1
日
以
降

▼
受
付
期
限
　
11
月
８
日
㈮　
17

　
時
30
分
必
着

※
詳
し
く
は
島
原
病
院
の
ホ
ー
ム
ペ

　
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

問
長
崎
県
島
原
病
院
総
務
係

　
（
☎
�
１
１
４
５
）

戦
没
者
追
悼
式

　
戦
没
者
の
御
霊
を
慰
め
る
と
と

も
に
わ
が
国
の
恒
久
平
和
を
祈
念

す
る
た
め
、
追
悼
式
を
行
い
ま
す
。

○
島
原
市
戦
没
者
追
悼
式

▼
と
　
き　
10
月
10
日
㈭　
10
時
～

▼
と
こ
ろ　
島
原
文
化
会
館

○
長
崎
県
戦
没
者
追
悼
式

▼
と
　
き　
10
月
18
日
㈮　
10
時

　
30
分
～

▼
と
こ
ろ　
大
村
市
体
育
文
化
セ

　
ン
タ
ー（
シ
ー
ハ
ッ
ト
お
お
む
ら
）

問
市
戦
没
者
慰
霊
奉
賛
会
事
務
局

　
（
福
祉
課
地
域
福
祉
班
内
☎
内

　
線
３
３
１
）

燃
や
せ
る
ご
み
代
替
収
集
日

　
10
月
15
日
㈫
は
市
内
全
地
区
の

燃
や
せ
る
ご
み
を
収
集
し
ま
す
。

　
ま
た
、
10
月
23
日
㈬
は
火
曜
日

収
集
地
区
の
燃
や
せ
る
ご
み
を
収

集
し
ま
す
。

　
８
時
ま
で
に
指
定
の
場
所
へ
ご

み
を
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
環
境
課
ク
リ
ー
ン
資
源
班
（
☎

　
内
線
１
９
３
）

し
ま
ば
ら
薬
草
フ
ェ
ア

▼
と
　
き
　
11
月
2
日
㈯
・
3
日

　
㈰　
10
時
～
15
時

▼
と
こ
ろ
　
旧
島
原
藩
薬
園
跡

▼
内
　
容　
薬
園
あ
る
き
講
座
や

　
薬
草
石
鹸
づ
く
り
体
験
、
和
ろ

　
う
そ
く
テ
ィ
ー
キ
ャ
ン
ド
ル
作

　
り
体
験
や
薬
草
茶
・
薬
草
粥
ふ

　
る
ま
い
な
ど

問
産
業
政
策
課
（
☎
内
線
５
６
１
）

高
齢
者
へ
の
火
災
警
報
器
給
付

▼
対
象
者　
次
の
要
件
を
い
ず
れ

　
も
満
た
す
人

・
市
内
に
住
所
を
有
す
る
お
お
む

　
ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し

　
高
齢
者
な
ど

・
心
身
機
能
の
低
下
に
伴
い
防
火

■ 市役所本庁（代表）☎ 63-1111
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「
中
高
年
の
ひ
き
こ
も
り
」

公
開
講
演
会

　
「
８
０
５
０
問
題
」
の
実
態
と
背

景
～
平
成
の
時
代
が
積
み
残
し
た

課
題
に
向
き
合
う
～
を
テ
ー
マ
に

中
高
年
の
ひ
き
こ
も
り
に
つ
い
て

講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
と　
き　
11
月
４
日
㈪　
13
時

　
30
分
～
16
時

▼
と
こ
ろ　
チ
ト
セ
ピ
ア
ホ
ー
ル

　
（
長
崎
市
千
歳
町
）

▼
参
加
料　
無
料

▼
申
し
込
み
・
問
長
崎
い
の
ち

　

の
電
話
事
務
局
（
☎
０
９
５-

　

８
４
３-

４
４
１
０
）

国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
猶
予

制
度

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度

は
全
額
免
除
、
4
分
の
3
免
除
、
半

額
免
除
、
4
分
の
1
免
除
の
4
種

類
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
学
生
納
付
特
例
と
納
付

猶
予
に
よ
っ
て
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料　
追
納
制
度

　
保
険
料
免
除
や
納
付
猶
予
の
ま

ま
だ
と
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額

を
計
算
す
る
う
え
で
、
免
除
の
種

類
に
応
じ
て
受
け
取
る
年
金
額
が

減
額
さ
れ
ま
す
。

　
保
険
料
免
除
や
納
付
猶
予
さ
れ

た
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
10
年
以

国
民
年
金
コ
ー
ナ
ー

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
受
験
料
の
支
払
金
額
が
分
か
る

　
書
類
の
写
し

・
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
が
証
明

　
で
き
る
書
類
の
写
し

・
市
税
の
完
納
証
明
書

▼
申
請
期
限　
令
和
２
年
３
月
31

　
日
㈫

▼
申
し
込
み
・
問
道
路
課
建
設
総

　
務
班　
（
☎
内
線
２
２
２
）

10
月
は
土
地
月
間

　
大
規
模
な
土
地
取
引
は
国
土
利

用
計
画
法
に
よ
り
、
届
け
出
が
必

要
で
す
。
土
地
（
権
利
）
取
得
者

が
契
約
締
結
の
日
か
ら
２
週
間
以

内
に
土
地
の
利
用
目
的
や
取
引
価

格
な
ど
を
市
に
届
け
て
く
だ
さ

い
。

▼
届
け
出
が
必
要
な
土
地
取
引

・
都
市
計
画
区
域
内
…
５
０
０
０

　
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

・
都
市
計
画
区
域
外
…
１
万
平
方

　
メ
ー
ト
ル
以
上

問
都
市
整
備
課
都
市
計
画
班
（
☎

　
内
線
２
２
６
）

屋
外
広
告
物
の
許
可
・
点
検
義
務

○
屋
外
広
告
物
の
許
可
申
請

　
都
市
計
画
区
域
や
国
道
２
５
１

号
沿
い
な
ど
に
屋
外
広
告
物
（
※

１
）
を
表
示
・
設
置
す
る
場
合
は
、

市
へ
の
許
可
申
請
が
必
要
で
す
。

　
自
家
広
告
物
（
※
２
）
に
つ
い

て
は
、
許
可
申
請
が
不
要
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
と
こ
ろ  

霊
丘
公
民
館

▼
相
談
員  

行
政
相
談
委
員
、
長

　
崎
行
政
監
視
行
政
相
談
セ
ン
タ

　
ー
、
司
法
書
士
会
、
行
政
書
士

　
会
、
土
地
家
屋
調
査
士
会
、
市

　
職
員

問
市
民
相
談
・
消
費
生
活
セ
ン

　
タ
ー
（
☎
内
線
１
８
４
）

島
原
病
院
か
ら
の
お
知
ら
せ

○
骨
粗
し
ょ
う
症
市
民
公
開
講
座

▼
と　
き　
10
月
26
日
㈯　
13
時

　
30
分
～
15
時
30
分

▼
と
こ
ろ　
吾
妻
町
ふ
る
さ
と
会

　
館

▼
内　
容　
「
骨
の
健
康
大
丈
夫

　
？
～
骨
粗
し
ょ
う
症
に
な
ら
な

　
い
た
め
に
～
」
を
テ
ー
マ
に
医

　
師
な
ど
に
よ
る
講
演
会
を
行
い

　
ま
す

▼
入
場
料　
無
料

○
健
康
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
９

▼
と　
き　
11
月
９
日
㈯　
９
時

　
30
分
～
13
時
30
分

▼
と
こ
ろ　
長
崎
県
島
原
病
院

▼
内　
容　
医
師
に
よ
る
健
康
講

　
座
、
血
管
年
齢
・
骨
密
度
測
定
、

　
医
師
・
薬
剤
師
な
ど
の
仕
事
体

　
験
（
子
ど
も
）、
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト

▼
入
場
料　
無
料

問
長
崎
県
島
原
病
院
地
域
医
療
支

　
援
セ
ン
タ
ー
（
☎
�
１
１
４
５
）

第
28
回
ア
リ
ア
ケ
フ
ェ
ス
タ

▼
と　
き　
10
月
20
日
㈰　
10
時
～

▼
と
こ
ろ　
有
明
の
森
フ
ラ
ワ
ー

※
１
「
屋
外
広
告
物
」
…
看
板
、

　
広
告
塔
、
建
物
の
壁
面
に
表
示

　
掲
出
さ
れ
た
も
の
な
ど
で
、
屋

　
外
に
一
定
の
期
間
継
続
し
て
公

　
衆
に
表
示
す
る
広
告
物
な
ど

※
２
「
自
家
広
告
物
」
…
自
己

　
の
名
称
、
店
名
、
商
標
、
営
業

　
内
容
を
表
示
す
る
た
め
、
自
己

　
の
住
居
や
事
業
所
な
ど
に
表
示

　
す
る
広
告
物

○
屋
外
広
告
物
の
点
検
義
務

　
平
成
29
年
4
月
の
長
崎
県
条
例

の
改
正
に
よ
り
、
設
置
者
な
ど
は

広
告
物
の
点
検
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

問
道
路
課
建
設
総
務
班
（
☎
内
線

　
２
２
２
）

飲
食
店
へ
の
消
火
器
設
置
義
務

　
10
月
１
日
㈫
か
ら
火
を
使
用
す

る
す
べ
て
の
飲
食
店
に
消
火
器
の

設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

　
覧
く
だ
さ
い

問
島
原
消
防
署
（
☎
�
０
１
１
９
）

　
ま
た
は
消
防
本
部
予
防
課
（
☎

　
�
５
８
５
７
）

合
同
行
政
相
談
所
開
設

　
国
、
県
、
市
な
ど
が
行
っ
て
い

る
仕
事
に
関
す
る
意
見
・
要
望
の

相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
。

▼
と　
き　
10
月
25
日
㈮　
13
時

　
～
16
時

　
公
園

▼
内　
容　
有
明
の
特
産
品
販
売
、

　
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
紅
白
餅

　
ま
き
な
ど

問
有
明
町
商
工
会
（
☎
�
０
２
５

　
５
）

特
定
不
妊
治
療
費
を
助
成

　
県
で
は
、特
定
不
妊
治
療
費
（
体

外
受
精
・
顕
微
授
精
）
の
一
部
を

助
成
し
て
い
ま
す
。

　
助
成
額
は
初
回
30
万
円
、
2
回

目
以
降
は
15
万
円
（
凍
結
胚
移
植

な
ど
は
７
万
５
千
円
）、
男
性
不
妊

治
療
費
は
初
回
30
万
円
、
2
回
目

以
降
15
万
円
で
す
。

※
助
成
の
対
象
や
内
容
、
申
請
手

　
続
き
の
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
て

　
く
だ
さ
い

▼
申
請
・
問
県
南
保
健
所
地
域
保

　
健
課
保
健
福
祉
班
（
☎
�
３
２

　
８
９
）

膠こ
う
げ
ん
び
ょ
う

原
病
カ
フ
ェ

　
膠
原
病
疾
患
の
人
や
ご
家
族
様

な
ど
気
軽
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

　
抱
え
て
い
る
悩
み
な
ど
、
お
茶

や
お
菓
子
を
囲
み
な
が
ら
一
緒
に

話
し
ま
し
ょ
う
。

▼
と　
き　
11
月
2
日
㈯　
13
時

　
30
分
～
15
時
30
分

▼
と
こ
ろ　
県
南
保
健
所

▼
参
加
料　
無
料

問
膠
原
病
友
の
会
長
崎
県
支
部

　
（
☎
０
９
５-

８
４
６-

８
６

　

２
０
）
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内
で
あ
れ
ば
追
納
す
る
こ
と
に
よ

り
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
に
近
づ

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

諫
早
年
金
事
務
所
出
張
相
談

▼
と
　
き　
10
月
23
日
㈬
、
11
月

　
20
日
㈬

▼
と
こ
ろ　
三
会
農
村
環
境
改
善

　
セ
ン
タ
ー

▼
募
集
人
数　
８
人

▼
申
込
方
法　
相
談
開
設
日
の
10

　
日
前
ま
で
に
市
民
窓
口
サ
ー
ビ

　
ス
課
窓
口
班
に
予
約
（
電
話
予

　
約
で
き
ま
す
）
し
て
く
だ
さ
い

年
金
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
諫
早
年
金
事
務
所
（
☎
０
９
５

７
�
１
６
６
2
）
ま
た
は
市
民
窓

口
サ
ー
ビ
ス
課
窓
口
班
（
☎
内
線

２
３
２
）

お
ゆ
ず
り
し
ま
す

・ 

健
康
器
具
（
ハ
イ
パ
ー
ス
テ
ッ
プ

　
な
ど
2
点
）

・
新
生
児
オ
ム
ツ
カ
バ
ー
（
パ
ッ　

　
ト
式
布
オ
ム
ツ
７
個
と
13
枚
）

お
ゆ
ず
り
く
だ
さ
い

・ 

ぶ
ら
さ
が
り
健
康
器
具

・
ス
ピ
ー
ド
ラ
ー
ニ
ン
グ

・
ギ
タ
ー

問
市
民
相
談 

・
消
費
生
活
セ
ン
タ

　
ー
（
☎
内
線
１
８
４
）

不
用
品
の
交
換
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市政情報発信中

●人　口  45,006 人（＋ 3）
●男　性  21,036 人（－ 5）
●女　性  23,970 人  （＋ 8）
●世帯数  19,762 世帯（＋ 3）

人 の動き（９月１日現在）

８月中の動き
出生  25 人　死亡  44 人
転入   67 件　転出   61 件

●島原市ホームページ（https://www.city.shimabara.lg.jp/）
●ケーブルテレビ
・カボチャテレビ
　（土曜　8:30、10:00、18:00、21:00、翌 2:00、翌 5:00）
　（日曜　8:00、15:00、18:00、21:00、翌 2:00、翌 5:00）
・ひまわりテレビ（月曜～金曜　18:45）
●ＦＭしまばら（88.4MHz）　（月曜～金曜　９:00、13:00）
●新　聞　・島原新聞 市役所欄（随時）
　　　　　・長崎新聞 市政情報コーナー（毎月第２・４火曜）

問＝問い合わせ先　☎＝電話番号　F＝ＦＡＸ番号　M＝メールアドレス

デジタル活用支援員による相談会開催
　総務省では、ICT（情報通信技術）の進展に高齢者が取り残されないようにするために、身
近な人から ICT を学べる環境を整備する「デジタル活用支援員」制度が検討され、今年度、本
市（霊丘・白山・安中の三地区）と鎌倉市（腰越地区）を対象に、モデル事業が実施されます。
　これを受け、今回地域住民で構成されたデジタル活用支援員による相談会を実施します。

▶問い合わせ先　政策企画課メディア戦略班　（☎ 63-1111 内線 148）

▶内　容
　急激に普及が進んでいるスマートフォンの
簡単な使用方法について、デジタル活用支援
員が丁寧に説明します。
▶対象地区
　霊丘・白山・安中地区

▶対象者
次の要件にすべて該当する人
①霊丘・白山・安中地区在住で 65 歳以上の人
②スマートフォン未所有の人
▶募集人数
　20 人（先着順）

▶と　き　10 月 31 日（木）
　　　　　10 時～ 13 時
▶ところ　白山公民館　大ホール

第 1回相談会

※第２回以降については、市ホームページや地区
老人会などの団体を通じて案内します


